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地域密着型地方自治制度研究会議（第2回）アンケート調査結果（過剰関与）

２００６．１０．２７

研 究 会 議 事 務 局

《 回 答 状 況 の ま と め 》

○ 実施期間 平成１８年１０月３日～１６日（１４日間）

○ 実施手法 インターネットを活用して実施

○ 対 象 市町村職員及び県職員

○ 回答総数 ……………………… ５２６

◇ 県職員 ……………………… ３７９（７２．１％）

・県本庁職員 ……………… １５４（２９．３％）

・県出先機関職員 ………… ２２５（４２．８％）

◇ 市町村職員 ………………… １４７（２７．９％）

１ 国の過剰関与について

（１）全体の傾向

国との接点があるとした職員３４６名中、国から何らかの過剰関与を受けていると

感じている職員は６１．０％にあたる２１１名であった。

県職員と市町村職員の比較では、県職員の６６．１％が「関与有り」としているの

に対し、市町村職員は５５．３％が「関与なし」として、傾向の逆転が見られる。

なお、県職員も本庁機関と出先機関では、本庁機関の職員のほうが、「関与あり」

としている割合が１３．６ポイント高くなっている。

全体 県全体 県本庁 県出先 市町村

346 254 126 128 92

関与なし 135 86 34 52 49

関与あり 211 168 92 76 43

180 125 28 97 55

526 379 154 225 147（合計）
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（２）年代別

国との接点がある職員のうち、「関与有り」とした職員の年代別分析では、２０代

～４０代にかけてはおおむね６割強となっているのに対し、５０代では５５％程度に

とどまっている。

県職員と市町村職員の比較では、県職員の４０代の７４％が「関与あり」としてい

るのに対し、市町村職員の４０代は３５．７％と大きな開きがある。

２０代 ３０代 ４０代 ５０代

29(100.0%) 104(100.0%) 128(100.0%) 83(100.0%)

関与なし 11(37.9%) 39(37.5%) 44(34.4%) 37(44.6%)

関与あり 18(62.1%) 65(62.5%) 84(65.6%) 46(55.4%)

14 51 63 52

43 155 191 135
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（３）部局別

部局別職員では、農林関係（５５．９％）、建設・土木関係（５３．８％）、企画関

係（５３．６％）の順で「過剰関与あり」とする割合が高くなっている。

県職員と市町村職員の比較では、生活環境関係の県職員の５９．１％が「関与有り」

としているのに対し、市町村職員は７．１％と非常に開きがある。同様に教育委員会

については県職員の１９．４％が「関与有り」としているのに対し、市町村職員は０

であった。

なお、企画関係、農林関係、建設・土木関係の傾向は、県・市町村通じて同様であ

った。
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（４）関与の類型別

関与有りとした職員について、関与の類型別に分析したところ、「事務連絡や電話

で資料提供が求められる」を選択した職員が約６割となった。

なお、他の類型についてはほぼ同じ割合（３割弱）であった。

県職員と市町村職員の比較では、県職員の６５．５％、特に本庁職員にいたっては

７０．７％の職員が「事務連絡等による資料要求」に問題意識を持っている。
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助言といいながら、意見を押し通そうと
された

根拠が不明確なまま、事務を強要され
た

根拠が不明確なまま、指導を受けた

事務連絡や電話で資料提供を求めら
れた

国の都合で一方的に事業や補助金が
廃止（縮小）された

国の都合で必要以上の事業をさせら
れた

必要な情報を流さなくなった

許認可等で必要以上に時間がかかっ
た
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２ 県の過剰関与について

（１）全体の傾向

県との接点がある市町村職員及び市町村と接点がある県職員４６２名中、県の過剰

関与があるとした職員は３９．４％にあたる１８２名であった。

県職員と市町村職員の比較では、県職員の３５．７％が「関与有り」としているの

に対し、市町村職員は４９．２％が「関与あり」としている。

（２）年代別

接点がある職員のうち、「関与有り」とした職員の年代別分析では、若年層ほど「関

与がある」とする傾向が見られる。

県職員と市町村職員の比較では、県職員は２０代の６割から３０代では５割未満に

減少しているが、市町村職員では２０代では５３．８％であるのに対し、３０代では

増加し５８．７％となっている。

全体 県全体 県本庁 県出先 市町村

462 336 136 200 126

関与なし 280 216 89 127 64

関与あり 182 120 47 73 62

64 43 18 25 21

526 379 154 225 147

県と接点なし

（合計）
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２０代 ３０代 ４０代 ５０代

38(100.0%) 132(100.0%) 175(100.0%) 115(100.0%)

関与なし 16(42.1%) 67(50.8%) 119(68.0%) 76(66.1%)

関与あり 22(57.9%) 65(49.2%) 56(32.0%) 39(33.9%)

5 23 16 20

43 155 191 135
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（３）部局別

部局別職員では、企画関係（５３．６％）、建設・土木関係（５１．３％）、農林関

係（４２．５％）の順で「過剰関与あり」とする割合が高くなっている。

県職員と市町村職員の比較では、企画関係の市町村職員の９１．７％が「関与有り」

と突出しているほか、建設・土木関係の市町村職員の６４．７％が、農林関係の市町

村職員の５７．１％が「関与有り」としていることが特徴的である。市町村の総務関

係職員の３４．３％が関与ありとしていることも特徴がある。

なお、その他の部局については、母数が少数であったため、有効であるとはいえな

い。
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（４）関与の類型別

関与有りとした職員について、関与の類型別に分析したところ、国の結果同様「事

務連絡や電話で資料提供が求められる」を選択した職員が約６割となった。

県職員と市町村職員の比較では、特に「根拠なく事務を強要された」の部分で、県

職員は１７．８％が「関与有り」としているのに対し、市町村職員は約倍の３８．７

％となっている。これは、県職員と市町村職員の関与する側と受ける側の意識の差が

あるのではないかと推察される。
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